
予冷倉庫活用による拘束時間の削減 福島県
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►荷主企業：

発荷主Aは福島県の青果物生産者団体。

着荷主a·bは関東の青果卸売業者であり、納入先はそれぞれ別の卸売市場。
►運送事業者：

元請運送事業者ア発荷主Aのグループ企業。

実運送事業者イ 県内に本社を置く運送会社。
►荷種

農産品（トマト）

【課題】

・当日の出荷数量がわからないため、選果完了時間がわからず、結果適正な配車（大き
さや台数）ができず非効率

• 1台の車で複数の集荷場で積み込むものの、各集荷場の情報共有が無くそれぞれで積
込み時間がかかり出発時間が遅れる。

【改善内容】

予冷設備を試験的に活用。これまで集荷当日に出荷していた青果物（トマト）を一晩予冷

倉庫にて保管し翌日出荷に変更。事前に出荷量を把握することが可能になり、待ち時間
が削減された。

く改善結果＞発地（発荷主側）での待ち時間の削減

一 一拘束時間（推定） ［14時間34分］ I > [11時間45分 ］［ △2峙闊49分

一I拘束時間（推定）□12時間13分］ I > [ 10時間18分 ］［△1時届'J55分

       ) ..... 各々約2~3時間短縮

※運送事業者イの営業所出発時間から業務完了時間までを拘束時間（推定）として対比
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f一＿
① 当日の貨物量が事前に把握できないため、日々荷揃えに要する時間が変化し、積込

み可能となる時間が把握できず、効率的な配車ができない。

② 青果物によっては箱の等級表示が判別しにくい場合があり、それによって誤出荷・誤

納品が発生する懸念がある。誤出荷による誤納品が発生すると、納品先でドライバー
による対応が必要となり、拘束時間の延長につながっている。

③ 納入先の市場にて納品が集中する時間などは待ち時間が発生している。

（本事業の対象着荷主では対象期間に長時間の待ち時間の実態がつかめなかった
が他の着荷主では長時間の待ち時間の実態が見受けられた）

① 青果品の集荷拠点における集荷の状況や出荷作業を把握し、その状況について聞
き取り調査を行った。

② 集荷場での作業改善を提案し実証試験を行った。具体的にはキュウリの箱の等級表
示を色分けし、検品作業の効率化を検討。

③ 当日集荷された青果物（トマト）を一晩予冷し翌日出荷することにより、出荷量の事前
把握を可能にし、出荷時の待機時間を削減する実証試験を実施した。

ヽ J
ー 結果 」
① 等級の色分け表示実験では、誤出荷防止に期待されたほどの効果は認められな

かった。
② 予冷設備の活用は非常に効果的であり、2~3時間の拘束時間短縮効果が見られた

③ 今後、発荷主の予冷設備が完成予定であり、本事業終了後も引き続き待ち時間が削
減された状態が維持される予定である。

① 長時間の拘束時間の実態がありドライバー確保が難しい状況であったが、今回の改
善によりドライバーの確保が容易になると推測される。

① 発荷主と運送会社の協力体制
② 発荷主によるドライバー労働時間短縮への十分な理解
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